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令和８年度 港湾等発注者支援業務積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

港湾等発注者支援 ２－６－３ 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 ２－６－３ 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 記載の追記

業務積算基準

[港湾土木工事] [港湾土木工事]

第2章 発注補助 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り

業務 積算基準
2ー6 標準歩掛 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考
P9

3.20 3.20
設計資料等の確認 設計資料等の確認

(1.30) (1.30)

1.30 1.30
工事発注延長等の検討 工事発注延長等の検討

(1.20) (1.20)

3.20 3.20
工事発注図面の作成 工事発注図面の作成

(1.30) (1.30)

2.70 2.70
数量総括表の作成 数量総括表の作成

(0.60) (0.60)

3.30 3.30
特記仕様書(案)の作成 特記仕様書(案)の作成

(0.50) (0.50)

0.90 0.90
見積･特別調査案件の抽出 見積･特別調査案件の抽出

(0.60) (0.60)

0.30 0.40 0.30 0.40
照 査 照 査

(0.20) (0.30) (0.20) (0.30)

注）1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注）1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）

[港湾等浚渫工事] [港湾等浚渫工事]

工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

2.60 2.60
設計資料等の確認 設計資料等の確認

(1.10) (1.10)

2.30 2.30
工事発注延長等の検討 工事発注延長等の検討

(0.90) (0.90)

1.10 1.10
工事発注図面の作成 工事発注図面の作成

(0.90) (0.90)

1.30 1.30
数量総括表の作成 数量総括表の作成

(0.50) (0.50)

2.60 2.60
特記仕様書(案)の作成 特記仕様書(案)の作成

(0.90) (0.90)

0.70 0.70
見積･特別調査案件の抽出 見積･特別調査案件の抽出

(0.20) (0.20)

0.20 0.20 0.20 0.20
照 査 照 査

(0.20) (0.20) (0.20) (0.20)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）
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令和８年度 港湾等発注者支援業務積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

2－6 標準歩掛 [海岸工事・臨港交通施設等工事] [海岸工事・臨港交通施設等工事] 記載の追記

P10 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

6.40 6.40
設計資料等の確認 設計資料等の確認

(2.60) (2.60)

5.70 5.70
工事発注延長等の検討 工事発注延長等の検討

(2.30) (2.30)

6.30 6.30
工事発注図面の作成 工事発注図面の作成

(2.60) (2.60)

3.20 3.20
数量総括表の作成 数量総括表の作成

(1.30) (1.30)

4.40 4.40
特記仕様書(案)の作成 特記仕様書(案)の作成

(2.30) (2.30)

1.30 0.30 1.30 0.30
見積･特別調査案件の抽出 見積･特別調査案件の抽出

(0.50) (0.30) (0.50) (0.30)

0.50 0.60 0.50 0.60
照 査 照 査

(0.20) (0.40) (0.20) (0.40)

注）1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注）1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）

[その他業務] [その他業務]

その他業務発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り その他業務発注図面及び数量総括表（数量計算書）等の作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

2.20 2.20
設計資料等の確認 設計資料等の確認

(0.90) (0.90)

2.00 2.00
その他業務発注延長等の検 その他業務発注延長等の検

討 (0.80) 討 (0.80)

1.10 1.10
その他業務発注図面の作成 その他業務発注図面の作成

(0.90) (0.90)

1.10 1.10
数量総括表の作成 数量総括表の作成

(0.50) (0.50)

1.20 1.20
特記仕様書(案)の作成 特記仕様書(案)の作成

(0.70) (0.70)

0.50 0.50
見積･特別調査案件の抽出 見積･特別調査案件の抽出

(0.20) (0.20)

0.30 0.60 0.30 0.60
照 査 照 査

(0.20) (0.20) (0.20) (0.20)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）
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令和８年度 港湾等発注者支援業務積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

2－6 標準歩掛 ２－６－４ 積算根拠資料作成 ２－６－４ 積算根拠資料作成 記載の追記

P11

[港湾土木工事] [港湾土木工事]

積算根拠資料作成 １工事当り 積算根拠資料作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

1.50 1.00 1.50 1.00
積算条件資料の作成 積算条件資料の作成

(1.00) (0.50) (1.00) (0.50)

2.50 1.00 2.50 1.00
経済比較資料の作成 経済比較資料の作成

(1.50) (0.40) (1.50) (0.40)

4.50 3.00 4.50 3.00
積算根拠資料の作成 積算根拠資料の作成

(3.00) (1.00) (3.00) (1.00)

1.00 1.00 1.00 1.00
照 査 照 査

(0.60) (0.50) (0.60) (0.50)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）

[港湾等浚渫工事] [港湾等浚渫工事]

積算根拠資料作成 １工事当り 積算根拠資料作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

2.00 2.00
積算条件資料の作成 積算条件資料の作成

(0.80) (0.80)

4.50 4.50
経済比較資料の作成 経済比較資料の作成

(0.50) (0.50)

3.00 1.00 3.00 1.00
積算根拠資料の作成 積算根拠資料の作成

(1.00) (0.60) (1.00) (0.60)

1.00 1.00 1.00 1.00
照 査 照 査

(0.30) (0.20) (0.30) (0.20)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）

[海岸工事・臨港交通施設等工事] [海岸工事・臨港交通施設等工事]

積算根拠資料作成 １工事当り 積算根拠資料作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

3.00 1.00 3.00 1.00
積算条件資料の作成 積算条件資料の作成

(1.10) (1.10)

1.80 1.80
経済比較資料の作成 経済比較資料の作成

(0.70) (0.70)

14.00 14.00
積算根拠資料の作成 積算根拠資料の作成

(6.00) (6.00)

1.70 2.00 1.70 2.00
照 査 照 査

(0.50) (1.00) (0.50) (1.00)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。
下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小
数第３位四捨五入）
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令和８年度 港湾等発注者支援業務積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

2－6 標準歩掛 [その他業務] [その他業務] 記載の追記

P12 積算根拠資料作成 １工事当り 積算根拠資料作成 １工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

0.90 0.90
積算条件資料の作成 積算条件資料の作成

(0.40) (0.40)

0.60 0.60
経済比較資料の作成 経済比較資料の作成

(0.20) (0.20)

1.00 1.50 1.00 1.50
積算根拠資料の作成 積算根拠資料の作成

(2.00) (2.00)

0.40 0.80 0.40 0.80
照 査 照 査

(0.20) (0.50) (0.20) (0.50)

注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。 注） 1. 適用にあたっては、２－６－１労務工数算定式により労務工数を算定する。

下段( )書きは変更積算の場合に適用する。 下段( )書きは変更積算の場合に適用する。

2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。 2. 項目を減ずる場合は、照査以外の労務員数の比率により照査の労務を減ずる。（小

数第３位四捨五入）

第3章 技術審査 （５）ヒアリングに向けた確認事項の整理 4) ヒアリングに向けた確認事項の整理 項番の変更
補助業務 積算基

準 （６）データベースの作成・更新 （５）データベースの作成・更新
3－2 業務内容

P15 （７）委員会等の資料の作成 （６）委員会等の資料の作成

（８）照査 （７）照査

（９）打合せ （８）打合せ

（10）協議・報告 （９）協議・報告

3－5 標準歩掛 ３－５－４ 総合評価項目分析・整理 ３－５－４ 総合評価項目分析・整理 実態調査に基づく歩掛
P18 改定

１）技術提案項目の分析・整理 １）技術提案項目の分析・整理

[技術提案評価型] [技術提案評価型]
技術提案項目の分析・整理 １０工事当り 技術提案項目の分析・整理 １０工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

4.60 24.40 2.00 4.60 24.40 2.00

技術提案項目の分析・整理 技術提案項目の分析・整理

（12.80） （18.30） （12.10） （12.80） （18.30） （12.10）

1.50 5.00
照 査 照 査

（ 1.70） （ 5.40）

注） 審査項目の総数〔全応募者分〕が５０項目以下の場合を標準とし、審査項目の総数 注） 審査項目の総数〔全応募者分〕が５０項目以下の場合を標準とし、審査項目の総数
が５０項目を超える場合は下段（ ）書きを適用する。 が５０項目を超える場合は下段（ ）書きを適用する。

3－5 標準歩掛 ２）企業評価項目の確認・整理 ２）企業評価項目の確認・整理 実態調査に基づく歩掛
P19 改定

企業評価項目の確認・整理 １０工事当り 企業評価項目の確認・整理 １０工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

1.60 5.70 0.90 1.60 5.70 0.90
企業評価項目の確認・整理 企業評価項目の確認・整理

（ 2.60） （10.70） （ 1.10） （ 2.60） （10.70） （ 1.10）

1.20 2.00
照 査 照 査

（ 1.70） （ 3.50）

注） 審査項目の総数〔全応募者分〕が５０項目以下の場合を標準とし、審査項目の総数 注） 審査項目の総数〔全応募者分〕が５０項目以下の場合を標準とし、審査項目の総数
が５０項目を超える場合は下段（ ）書きを適用する。 が５０項目を超える場合は下段（ ）書きを適用する。
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令和８年度 港湾等発注者支援業務積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

3－5 標準歩掛 ３－５－５ ヒアリングに向けた確認事項の整理 ４）ヒアリングに向けた確認事項の整理 項番の変更

P19

ヒアリングに向けた確認事項の整理 １０工事当り ヒアリングに向けた確認事項の整理 １０工事当り

項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考 項 目 技師(A) 技師(B) 技師(C) 備 考

2.40 1.70 2.40 1.70
ヒアリングに向けた確認事項の整理 ヒアリングに向けた確認事項の整理

（ 5.30） （ 2.90） （ 5.30） （ 2.90）

0.50 0.90 実態調査に基づく歩掛
照 査 照 査 改定

（ 0.80） （ 0.90）

注） 応募者数が１０者以下の場合を標準とし、応募者数が１０者を超える場合は下段（ ） 注） 応募者数が１０者以下の場合を標準とし、応募者数が１０者を超える場合は下段（ ）
書きを適用する。 書きを適用する。

3－5 標準歩掛 ３－５－６ データベースの作成・更新 ３－５－５ データベースの作成・更新 ヒアリングに向けた確

P19 認事項の整理の項番変

更に伴う修正

3－5 標準歩掛 ３－５－７ 委員会等の資料の作成 ３－５－６ 委員会等の資料の作成 ヒアリングに向けた確

P20 認事項の整理の項番変

３－５－８ 打合せ ３－５－７ 打合せ 更に伴う修正

３－５－９ 協議・報告 ３－５－８ 協議・報告


